
作
っ
て
食
べ
よ
う
︵
14
日
︶、
理

科
教
室︵
21
日
︶、
ク
ラ
フ
ト
テ
ー

プ
で
小
物
作
り︵
28
日
︶

●
対
象
⋮
学
校
に
行
き
づ
ら
い
お
子

さ
ん
と
そ
の
家
族
、
居
場
所
の
ほ

し
い
方

●
費
用
⋮
無
料

●
申
込
み
・
問
合
せ
⋮
火
曜
日
の
参

加
申
込
み
と
事
前
の
ご
質
問
等
は
、

電
子
申
請
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
親
子
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
鑑
賞

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
鑑
賞
を
通
し
て
子

ど
も
の
想
像
力
を
膨
ら
ま
せ
、
感

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

家
屋
を
新
築
・
増
築
、

　
　
　
取
り
壊
さ
れ
た
方
へ

　
令
和
６
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た

家
屋
は
、
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画

税
︵
市
街
化
区
域
内
に
限
る
︶
の
対

象
で
す
。
ま
た
、
令
和
６
年
中
に
取

り
壊
さ
れ
た
家
屋
は
、
令
和
７
年
度

か
ら
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
家

屋
を
新
築
・
増
築
し
て
市
か
ら
家
屋

調
査
の
依
頼
が
な
い
方
や
、
家
屋
を

取
り
壊
し
た
方
は
、
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

　
個
人
か
法
人
が
事
業
の
た
め
に
用

い
て
い
る
構
築
物
や
機
械
、
装
置
、

備
品
な
ど
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固

定
資
産
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
令

和
７
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
で
工

場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
、

駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
貸
し
付

け
て
い
る
方
で
、
償
却
資
産
を
お
持

ち
の
方
は
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
告
期
限　
令
和
７
年
１
月
31
日

㈮
ま
で
︵
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
︶

▽
そ
の
他　
新
規
に
事
業
を
始
め
た

方
で
申
告
用
紙
が
必
要
な
方
は
、

納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
︵
☎
５
５

０
・
６
１
０
１
︶

▽
担
当
課　
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者

支
援
係

　
財
産
や
遺
産
の
こ
と
な
ど
、
専
門

家
に
相
談
で
き
ま
す
。
家
族
か
ら
の

相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

▽
日
時　

令
和
７
年
１
月
31
日
㈮　

午
後
２
時
~
４
時︵
１
組
40
分
︶

▽
場
所　
市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

▽
対
象　
市
内
在
住
の
お
お
む
ね
65

歳
以
上
の
方
と
そ
の
ご
家
族

▽
定
員　
３
組︵
申
込
み
順
︶

▽
費
用　
無
料

▽
申
込
み
方
法

12
月
16
日
㈪
の
午

前
９
時
か
ら
電
話
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

※
相
談
は
、
市
民
相
談
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
︵
日
程
は
、
毎
月
15

日
発
行
の
広
報
あ
き
る
野
に
掲

載
︶。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
中
部
高
齢
者

●
期
日
⋮
令
和
７
年
１
月
23
日
㈭

●
時
間
⋮
各
回
同
じ
内
容
で
す
。

＊
１
回
目
⋮
午
前
10
時
~
10
時
40
分

＊
２
回
目
⋮
午
前
10
時
50
分
~
11
時

30
分

●
場
所
⋮
あ
き
る
野
保
健
相
談
所

●
対
象
⋮
生
後
５
か
月
か
ら
11
か
月

頃
ま
で
の
子
ど
も
の
保
護
者

●
定
員
⋮
各
回
５
人︵
申
込
み
順
︶

●
そ
の
他　
保
育
室
あ
り
︵
対
象
乳

児
の
み
・
教
室
予
約
時
に
要
申
請
︶

▽
１
月
の
乳
幼
児
の
育
児
相
談
（
予

約
制
）　
育
児
相
談
と
身
体
測
定

を
行
い
ま
す
。

●
日
時
⋮
令
和
７
年
１
月
９
日
㈭　

午
前
９
時
45
分
~
10
時
45
分

※
15
分
間
隔
で
５
回
に
分
け
て
予
約

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
場
所
⋮
五
日
市
保
健
セ
ン
タ
ー

●
定
員
⋮
親
子
10
組︵
申
込
み
順
︶

●
そ
の
他　
電
話
で
の
育
児
相
談
も

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
認
知
症
や
精
神
疾
患
を
知
り
、
予

防
方
法
や
関
わ
り
方
を
学
び
ま
す
。

▽
日
時　

令
和
７
年
１
月
21
日
㈫　

午
後
２
時
~
３
時
30
分

▽
場
所　
五
日
市
フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
ザ

第
１
・
２
研
修
室

▽
講
師　
精
神
科
医

▽
対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
の
方

▽
定
員

35
人︵
申
込
み
順
︶

▽
持
ち
物　
上
履
き
、
筆
記
用
具

▽
申
込
み
方
法

12
月
16
日
㈪
の
午

前
８
時
30
分
か
ら
電
話
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
五
日
市
は
つ

ら
つ
セ
ン
タ
ー
︵
☎
５
６
９
・
８

１
０
８
︶

▽
担
当
課　
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者

支
援
係

▽
み
ん
な
の
居
場
所
「
エ
ノ
コ
ロ
グ

サ
」（
不
登
校
支
援
事
業
）　
学
校

に
行
き
づ
ら
い
お
子
さ
ん
に
居
場

所
を
提
供
し
、
地
域
の
方
と
の
交

流
を
通
じ
て
子
育
て
を
応
援
し
ま

す
。
進
路
や
家
族
に
つ
い
て
の
相

談
も
お
受
け
し
ま
す
。
毎
週
火
曜

日
の
参
加
は
、
事
前
申
込
み
が
必

要
で
す
。

※
毎
週
木
曜
日
は
、
直
接
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時
⋮
１
月
の
毎
週
火
曜
日
と
木

曜
日　
午
前
10
時
~
11
時
30
分

●
場
所
⋮
エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
︵
野
辺
１

１
０
０

－

４
、
青
い
壁
の
家
︶

●
内
容
︵
火
曜
日
︶
⋮
お
雑
煮
を

▽
日
時　

令
和
７
年
１
月
15
日
㈬　

午
前
10
時
30
分
~
11
時
30
分

▽
場
所　
子
育
て
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
こ

こ
る
の
研
修
室
︵
あ
き
る
野
ル
ピ

ア
２
階
︶

▽
講
師　
吉
野
良
子
さ
ん
︵
音
楽
療

法
士
︶

▽
対
象　
市
内
在
住
の
１
歳
の
子
ど

も
と
そ
の
保
護
者

▽
定
員

15
組︵
申
込
み
順
︶

▽
費
用　
無
料

▽
申
込
み
方
法

12
月
16
日
㈪
の
午

前
10
時
か
ら
電
話
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

受
性
を
育
む
と
と
も
に
、
親
子
で

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る

き
っ
か
け
を
つ
く
り
ま
す
。

●
日
時
⋮
令
和
７
年
１
月
19
日
㈰　

午
後
１
時
~
２
時
30
分

●
場
所
⋮
秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　

ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

●
内
容
⋮
宇う

天て

那な

カ
ン
パ
ニ
ー　
　

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル﹁
夢
か
ら
醒さ

め
た

夢
﹂

●
対
象
⋮
市
内
在
住
の
小
学
生
と
そ

の
保
護
者

●
定
員
⋮
２
３
０
人︵
抽
選
︶

●
費
用
⋮
無
料

●
申
込
み
方
法
⋮
令
和
７
年
１
月
10

日
㈮
ま
で
に
、
電
子
申
請
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。
応
募
者
多
数

で
抽
選
の
場
合
、
抽
選
結
果
を
１

月
15
日
㈬
ま
で
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

▽
子
育
て
お
し
ゃ
べ
り
会
学
習
会

「
学
校
に
行
き
た
く
な
い
」
と
言

わ
れ
た
ら
…　
行
き
渋
り
の
悩
み

を
経
験
し
た
先
輩
で
あ
る
講
師

に
、
子
ど
も
と
の
向
き
合
い
方
、

周
囲
の
理
解
や
応
援
を
得
る
方
法

等
を
聞
き
ま
す
。
自
由
な
お
し
ゃ

べ
り
タ
イ
ム
も
あ
り
ま
す
。

●
日
時
⋮
令
和
７
年
１
月
26
日
㈰　

午
後
２
時
~
４
時
︵
午
後
１
時
50

分
受
付
開
始
︶

●
場
所
⋮
中
央
公
民
館
２
階
第
３
研

修
室

●
対
象
⋮
不
登
校
の
悩
み
を
持
つ
保

護
者
や
関
心
の
あ
る
方

●
講
師
⋮
平
塚
英
子
さ
ん
︵
発
達
障

害
子
育
て
経
験
者
、
教
育
事
業
家
︶

●
定
員
⋮
20
人
程
度

●
費
用
⋮
無
料

※
申
込
み
不
要
で
す
。
直
接
会
場
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
主
催　
あ
き
る
野
市
地
域
子
ど
も

育
成
リ
ー
ダ
ー

▽
問
合
せ　
こ
ど
も
政
策
課
こ
ど
も

政
策
係

▽
乳
幼
児
歯
科
健
診（
予
約
制
）

●
期
日
・
受
付
時
間

＊
令
和
７
年
１
月
21
日
㈫
⋮
午
前
９

時
~
10
時

＊
令
和
７
年
１
月
27
日
㈪
⋮
午
後
１

時
30
分
~
２
時
30
分

※
15
分
間
隔
で
５
回
に
分
け
て
予
約

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
場
所
⋮
あ
き
る
野
保
健
相
談
所

●
対
象
⋮
８
か
月
か
ら
４
歳
未
満
の

子
ど
も

●
定
員
⋮
各
日
25
人︵
申
込
み
順
︶

▽
に
こ
に
こ
離
乳
食
教
室（
予
約
制
）

離
乳
食
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
コ
ー
ス

離
乳
食
の
作
り
方
な
ど
説
明
し
ま

す
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
子
育
て
支
援

総
合
窓
口
︵
☎
５
５
０
・
３
３
５

５
︶

教育・子ども相談
教育相談（予約制）
○相談日時　月曜～金曜日　午前９時～正午、午

後１時～５時（教育支援室は３時まで、随時）
○相談場所・問合せ
● 秋川教育相談所（☎５５８－６４４４）
● 五日市教育相談所（☎５９６－６４６０）
教育支援室（せせらぎ教室）
○相談日時　月曜～金曜日　午前９時～正午、午

後１時～５時
○相談場所・問合せ　教育支援室［せせらぎ教室
（☎５５０－６５２７）］

こども相談（予約制）
○相談日時　月曜～土曜日　午前９時～午後５時

30分
○相談場所　各児童館
こども家庭センター総合相談（随時）
○相談日時　月曜～土曜日　午前10時～午後６

時30分（第２水曜日、祝日、年末・年始を除く）
○相談場所・問合せ　こども家庭センター（☎

５５０－３３１３）

1月の市民相談（予約制・無料）

　随時、電話と窓口で予約を受け付けています。
定員を超えている場合、次回以降の相談日の予約
となります。
※ 同一種類の相談を相談終了時まで複数回予

約することはできません。
※各相談の指定相談日は、変更する場合があり
ます。
○市役所
··  交通事故相談（毎月第２水曜日）…８日㈬
··  相続・遺言など暮らしの手続相談（毎月第

１金曜日）…10日㈮
··  法律相談（毎月第２・第４火曜日）…14日

㈫・28日㈫
··  登記相談（毎月第３金曜日）…17日㈮
··  税務相談（毎月第２月曜日）…20日㈪
··  行政相談（毎月第４水曜日）…22日㈬
○五日市出張所
··  法律相談（毎月第１木曜日）…９日㈭
··  人権身の上相談（毎月第４金曜日）…24日㈮
○時間　午後１時30分～４時30分
○ その他の相談（随時）　相談先が不明な場

合などは、市職員が担当窓口の案内や専門
の相談員を紹介する等解決に向けたお手伝い
をします。

○ 予約・問合せ　市民課市民相談窓口係
　（直通５５８－１２１６）

予約制の相談

償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方
へ

地
域
子
ど
も
育
成
リ
ー
ダ
ー

　
　
提
案
事
業
参
加
者
募
集

電子申請

電子申請

子
育
て
講
座

　
　
　
　
「
楽
器
で
遊
ぼ
う
」

子
育
て
情
報

申
込
み
・
問
合
せ　

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健
係

（
☎
５
５
０
・
３
３
４
０
）

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

介
護
教
室　

「
認
知
症
に
つ
い
て
学
び
ま
せ
ん
か
」

高
齢
者
の
た
め
の

　
　
法
律
相
談
会
（
予
約
制
）

「
認
知
症
カ
フ
ェ
・
エ
ー
ル
」

　
　
　
　
　
　
　
オ
ー
プ
ン

忘
れ
る
こ
と
は

恥
ず
か
し
い
こ
と
じ
ゃ
な
い

▽
時
間　
午
前
10
時
30
分
~
正
午

▽
場
所　
あ
き
る
野
市
中
央
公
民
館

２
階
第
６
研
修
室

▽
対
象　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、

認
知
症
に
つ
い
て
知
り
た
い
方

▽
費
用　
１
０
０
円︵
お
茶
菓
子
代
︶

▽
申
込
み
方
法　
電
話
、
メ
ー
ル
、

電
子
申
請
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

認
知
症
カ

フ
ェ
・
エ
ー
ル
実
行
委
員
会　
菊

地
︵
☎
０
９
０
・
３
５
７
０
・
６

１
７
９
、

yelldfc@
gm

ail.
com

︶

▽
担
当
課　
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者

支
援
係
︵
直
通
５
５
８
・
１
９
５

３
︶

　
地
域
で
誰
も
が
自
分
ら
し
く
暮
ら

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く

り
を
目
指
し
ま
す
。
ミ
ニ
講
座
や
専

門
職
と
の
個
別
相
談
、
情
報
コ
ー

ナ
ー
等
、
安
心
し
て
話
せ
る
場
所
で

す
。
１
月
か
ら
３
月
ま
で
は
、
講
師

を
招
い
た
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

▽
期
日
・
内
容　
①
令
和
７
年
１
月

11
日
㈯　
認
知
症
を
知
る
、
②
２

月
22
日
㈯　
認
知
症
が
あ
る
本
人

か
ら
学
ぶ
、
③
３
月
８
日
㈯　
認

知
症
に
そ
な
え
る
生
活

電子申請

子育て情報

▽
問
合
せ　
課
税
課
家
屋
資
産
税
係

あきる野市役所　☎（042）558－1111 ㈹（3） 令和６年（2024年）12 月 15 日


